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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
柳
井
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施
字
道
吉
七
五
二
の
四

五
・
〇～

六
・
〇

四
六
・
一
令
和
七
、

一
〇
、
二
八

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
潮
音
町
六
丁
目
二
六
八
の
四
及
び
二
六
八
の
七

四
・
五

三
四
・
九
令
和
七
、
一
〇
、
二

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
瑞
穂
町
四
丁
目
六
八
九
の
六

四
・
〇～

五
・
〇

三
七
・
一
令
和
七
、

一
〇
、
一
五

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
大
字
西
豊
井
字
能
行
二
六
六
の
五
、
二
六
六
の
二
四
及

び
二
六
八
の
一

四
・
〇

一
〇
六
・
五
令
和
七
、

一
一
、
一
一

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

山 口 県 報 （定期） 第 665 号令和７年12月12日 金曜日














目

次
















山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

山
口
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
十
一
条

及
び
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例

第
三
十
二
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
安
委
員
会
等
に

係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

公
安
委
員
会
等

公
安
委
員
会
、
警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
を
い
う
。

二

法
令

法
律
、
法
律
に
基
づ
く
命
令
、
条
例
、
公
安
委
員
会
規
則
及
び
公
安
委
員
会
が
定
め
る

規
程
を
い
う
。

三

申
請
等

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
八
号
及
び
情
報
通
信
技

術
利
用
条
例
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。

四

処
分
通
知
等

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
九
号
及
び
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
二
条

第
六
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
を
い
う
。

五

電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

六

電
子
証
明
書

申
請
等
を
す
る
者
又
は
公
安
委
員
会
等
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

た
め
に
作
成
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

（
対
象
手
続
の
公
表
）

第
三
条

公
安
委
員
会
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
等
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
行
わ
せ
又
は
行
う
こ
と
が
で
き
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
及
び
当
該
処
分
通
知
等
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
そ
の

他
公
安
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
四
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
及
び
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
等
を
す
る
者
（
以
下
「
電
子
申
請
を
す
る
者
」

と
い
う
。
）
は
、
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
電
子
申
請
を
す
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

電
子
申
請
を
す
る
者
は
、
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
等
を

書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に

記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事

項
を
、
電
子
申
請
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

⚓

電
子
申
請
を
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
し
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
こ
れ
に
当

該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
添
付
し
て
公
安
委

員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
安
委
員
会
又
は

警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
申
請
等
に
つ
い
て
は
、
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
（
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証

明
書

二

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た

電
子
証
明
書

三

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

⚔

公
安
委
員
会
等
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
申
請
を
す
る
者
が
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を

入
力
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
子
申
請
を
す
る
者
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
公
安

委
員
会
等
が
当
該
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
申
請
等
に
併
せ
て
入
力
す
る
と
き
は
、

当
該
申
請
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
定
款
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の

入
力
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚕

電
子
申
請
を
す
る
者
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
一
の
内
容
の
書
面
等
が
数
通
必
要
で
あ
る
申
請

等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
記
載
す
べ
き

事
項
を
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
し
た
と
き
は
、
そ
の
余
の
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又

は
記
載
す
べ
き
事
項
を
重
ね
て
入
力
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
申
請
等
に
係
る
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

二
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第
五
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
四
項
及
び
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
四
項
に
規

定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
前
条
第
三
項
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定

に
よ
り
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
添
付
す
る
措
置
そ
の
他
申
請
等

を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不

適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
六
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

当
該
申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委
員
会

又
は
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

二

当
該
申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委
員
会
又

は
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

三

当
該
申
請
等
に
係
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
が
大
量
で
あ
る
た
め
、
第
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
入
力
が
困
難
で
あ
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
申
請
等
の
全
部
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
不
可
能
又
は
当
該
申
請
等
に
係
る
利
便
性
を
著
し
く
損
な
う
場
合

⚒

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
等
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
当
該
申
請
等
（
当
該
部
分
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

⚓

情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
申
請
等
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ

る
場
合
（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
申
請
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の

部
分
に
つ
き
、
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

第
七
条

公
安
委
員
会
等
は
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
及
び
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に

は
、
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
で
あ
っ
て
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信

で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

公
安
委
員
会
等
は
、
処
分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に

は
、
当
該
処
分
通
知
等
の
内
容
を
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
処

分
通
知
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚓

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
等
は
、
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
場

合
を
除
き
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署

名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
通
知
等
を
受
け
る
旨
の
表
示
の
方
式
）

第
八
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
方
式
と
す
る
。

一

処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
符
号
（
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
符
号
で
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」

と
い
う
。
）
を
他
の
利
用
者
と
区
別
し
て
識
別
す
る
た
め
に
付
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
暗
証
符
号
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
符
号
で
、
識
別
符
号

が
利
用
者
の
入
力
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
付
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
内
容
を

み
だ
り
に
第
三
者
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
い
う
。
）
の
入
力

二

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の

公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
届
出

（
処
分
通
知
等
に
係
る
署
名
等
に
代
わ
る
措
置
）

第
九
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
四
項
及
び
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
四
条
第
四
項
に
規

定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
処
分
通
知
等
に
係
る
情
報
に
電
子
署
名
を
行

い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
を
添
付
す
る
措
置
そ
の
他
処
分
通
知
等
を
行
っ
た
者
を
確

認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し

く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

第
十
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安

委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

二

当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る

と
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

⚒

情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
処
分
通
知
等
に
つ
い
て
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分

が
あ
る
場
合
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
部
分

以
外
の
部
分
に
つ
き
、
第
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

二
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附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
申
請
等
に
対
す
る
諾
否
の
応
答
と
し
て
公
安
委
員
会
等

（
公
安
委
員
会
、
警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
を
い
う
。
）
が
行
う
処
分
通
知
等
（
同
法
第
七
条
第

一
項
及
び
同
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
処
分
通

知
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
の
駐
車
許
可

証
」
を
「
第
四
項
の
駐
車
許
可
証
（
前
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
駐
車
許
可
証
を
電
子
計
算
機
の

映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た
も
の
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第

四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚕

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
駐
車
許
可
証
の
交
付
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

し
て
行
わ
れ
た
場
合
は
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
く
掲
示
を
行
う
目
的
そ
の
他
の
正
当
な
目
的
の
た
め

に
当
該
駐
車
許
可
証
の
複
製
を
作
成
す
る
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
複
製
が
当
該
駐
車
許
可
証
の
交
付

を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
そ
の
者
の
管
理
す
る
電
磁

的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
る

と
き
を
除
き
、
当
該
駐
車
許
可
証
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
複
製
し
、
又
は
複
製
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚙

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か

に
、
当
該
駐
車
許
可
証
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
駐
車
許

可
証
）
を
廃
棄
（
第
五
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
駐
車
許
可
証
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
受
け
た

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
及
び
そ
の
者
の
管
理
す
る
電
磁
的
記
録
媒

体
か
ら
消
去
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

駐
車
許
可
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
。

二

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
理
由
が
な
く
な
つ
た
と
き
。

三

駐
車
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
つ
た
駐
車
許
可
証
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
と

き
。

四

駐
車
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

第
二
十
三
条
第
五
号
中
「
別
記
第
十
六
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
六
号
様
式
の
五
」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
及
び
別
記
第
九
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
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第⚙号様式（第14条関係）
（表）

※整理番号

安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書
年 月 日

山 口 県 公 安 委 員 会 殿

□安全運転管理者を選任 ア 届出者の氏名又は法人の
□安全運転管理者を解任 名称及び代表者の氏名
□届出記載事項（□ア □ウ □オ □ケ）を変更 した 郵便番号
のでお届けします。 住 所

（電話 ）

イ 選任年月日 年 月 日

ウ
安全運転管理者
氏名

（ふりがな）

エ

資 格

要 件

生 年 月 日

（年 齢）
年 月 日（ 歳）

運 転 の 管 理 経 験 ３
公 安 委 員
会 の 認 定

１
２年以上

２ 公安委員会
の教習修了者
で１年以上

オ
職務上の地位

１ 使用者 ２ 課長以上 ３ 係長
４ 主任 ５ その他（ ）

カ

安全運転管理者
が運転免許を持
つている場合

免許の種類

免許年月日 ・ ・ ・ ・ ・ ・

免許証等番号

キ
安全運転管理者
の勤務の態様

勤 務 日勤 隔日
その他（ ）

副安全運転
管理者の有無 有（ 名）・無

ク

安全運
転管理
者の略
歴
（運転
管理に
関する
経歴）

勤 務 期 間 勤 務 所 名 職 務 上 の
地 位 業 務 内 容

自 ・ ・
至 ・ ・

自 ・ ・
至 ・ ・

自 ・ ・
至 ・ ・

自 ・ ・
至 ・ ・

ケ

使

用

の

本

拠

名 称
（ふりがな）

位 置

業種別

１ 官公署 ２ 公社公団等 ３ 農業
４ 林業 ５ 漁業 ６ 鉱業
７ 建設業 ８ 製造業
９ 卸・小売業 10 不動産業
11 金融保険業 12 運輸業
13 電気ガス業 14 通信業
15 サービス業 16 その他（ ）

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

コ
自
動
車
台
数

乗 用 貨 物 大
型
特
殊

小
型
特
殊

大
型
二
輪

普
通
二
輪

計大

型

中

型

準
中
型

普

通
軽
大

型

中

型

準
中
型

普

通
軽

サ

運

転

者

数

免
許
種
別

大
型

中
型

準

中

型

普
通

大
特

大

自

二

普

自

二

小

特

計
一 二
種 種

一 二
種 種

一 二
種 種

一 二
種 種

シ
前
安
全
運
転
管
理
者

解 任
年 月 日 年 月 日

氏 名

解 任
事 由

１ 死亡 ２ 退職 ３ 転任
４ 解任命令 ５ 減車
６ その他（ ）

備 考

｝
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（裏）

注 １ 該当する□にレ印を記入すること。
２ 届出者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名並びに住所は、法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事
務所の所在地を記入すること。
３ 「資格要件」欄、「職務上の地位」欄、「使用の本拠」欄の「業種別」欄及び「前安全運転管理者」欄の「解任事由」欄は、
該当するものの番号（「資格要件」欄で該当する項目が２以上あるときは、該当するものの番号のうち前の番号）を〇で囲む
こと。
４ 安全運転管理者の選任の届出にあつては、次に掲げる書類を添付すること。
⑴ 安全運転管理者の住民票の写し、個人番号カードの表面の写し又は運転免許証の写し
⑵ 安全運転管理者の履歴書
⑶ 安全運転管理者の運転記録証明書
⑷ 安全運転管理者の運転管理経歴証明書、安全運転管理者教習修了証の写し及び運転管理経歴証明書又は安全運転管理者資
格認定証の写し

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。
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第⚙号様式の⚒（第14条関係）
（表）

※整理番号
(安管－ )

副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書
年 月 日

山 口 県 公 安 委 員 会 殿

□副安全運転管理者を選任 ア 届出者の氏名又は法人の
□副安全運転管理者を解任 名称及び代表者の氏名
□届出記載事項（□ア □ウ □オ □ケ）を変更 した 郵便番号
のでお届けします。 住 所

（電話 ）

イ 選任年月日 年 月 日

ウ
副安全運転管理
者氏名

（ふりがな）

エ

資 格

要 件

生 年 月 日

（年 齢）
年 月 日（ 歳）

１
運転の管理
経験１年以
上

２
運転の経験
期間３年以
上

３
公 安 委 員
会 の 認 定

オ
職務上の地位

１ 使用者 ２ 課長以上 ３ 係長
４ 主任 ５ その他（ ）

カ

副安全運転管理
者が運転免許を
持つている場合

免許の種類

免許年月日 ・ ・ ・ ・ ・ ・

免許証等番号

キ
副安全運転管理
者の勤務の態様

勤 務 日勤 隔日
その他（ ）

他の副安全運転
管理者の有無 有（ 名）・無

ク

副安全
運転管
理者の
略歴
（運転
管理に
関する
経歴）

勤 務 期 間 勤 務 所 名 職 務 上 の
地 位 業 務 内 容

自 ・ ・
至 ・ ・

自 ・ ・
至 ・ ・

自 ・ ・
至 ・ ・

自 ・ ・
至 ・ ・

ケ

使

用

の

本

拠

名 称
（ふりがな）

位 置

安全運転管
理者の氏名

業種別

１ 官公署 ２ 公社公団等 ３ 農業
４ 林業 ５ 漁業 ６ 鉱業
７ 建設業 ８ 製造業
９ 卸・小売業 10 不動産業
11 金融保険業 12 運輸業
13 電気ガス業 14 通信業
15 サービス業 16 その他（ ）

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

コ
自
動
車
台
数

乗 用 貨 物 大
型
特
殊

小
型
特
殊

大
型
二
輪

普
通
二
輪

計大

型

中

型

準
中
型

普

通
軽
大

型

中

型

準
中
型

普

通
軽

サ

運

転

者

数

免
許
種
別

大
型

中
型

準

中

型

普
通

大
特

大

自

二

普

自

二

小

特

計
一 二
種 種

一 二
種 種

一 二
種 種

一 二
種 種

シ
前
副
安
全
運
転
管
理
者

解 任
年 月 日 年 月 日

氏 名

解 任
事 由

１ 死亡 ２ 退職 ３ 転任
４ 解任命令 ５ 減車
６ その他（ ）

備 考

｝
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（裏）

注 １ 該当する□にレ印を記入すること。
２ 届出者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名並びに住所は、法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事
務所の所在地を記入すること。
３ 「資格要件」欄、「職務上の地位」欄、「使用の本拠」欄の「業種別」欄及び「前副安全運転管理者」欄の「解任事由」欄
は、該当するものの番号（「資格要件」欄で該当する項目が２以上あるときは、該当するものの番号のうち前の番号）を〇で
囲むこと。
４ 副安全運転管理者の選任の届出にあつては、次に掲げる書類を添付すること。
⑴ 副安全運転管理者の住民票の写し、個人番号カードの表面の写し又は運転免許証の写し
⑵ 副安全運転管理者の履歴書
⑶ 副安全運転管理者の運転記録証明書
⑷ 副安全運転管理者の運転管理経歴証明書、副安全運転管理者運転経歴証明書又は副安全運転管理者資格認定証の写し

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。



「

別
記
第
十
四
号
様
式
の
二
中

生
年
月
日

性
別

を
」

年
月

日
男
・
女

「

生
年

月
日

に
、

」

年
月

日

「電
話
番
号

」

を「住
所

」

電
話
番
号

運
転
経
歴
証
明

書
又
は
運
転
経

歴
情
報
記
録
個

人
番
号
カ
ー
ド

の
う
ち
現
に
有

す
る
も
の

１
運
転
経
歴
証
明
書

２
運
転
経
歴
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド

運
転
経
歴
証
明

書
又
は
運
転
経

歴
情
報
記
録
個

人
番
号
カ
ー
ド

の
う
ち
手
続
終

了
後
に
有
す
る

こ
と
を
希
望
す

る
も
の

１
運
転
経
歴
証
明
書

２
運
転
経
歴
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド

備
考

に
、
「備

考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」
を

「注
「
運
転
経
歴
証
明
書
又
は
運
転
経
歴
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
う
ち
現
に
有
す
る
も
の
」
欄
及
び

「
運
転
経
歴
証
明
書
又
は
運
転
経
歴
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
う
ち
手
続
終
了
後
に
有
す
る
こ
と
を

希
望
す
る
も
の
」
欄
は
、
該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
の
三
中

「変
更

事
項

１
住
所

２
氏
名

３
生
年
月
日

」

を「（
ふ
り
が
な
）

生
年

月
日

氏
名

年
月

日

変
更

事
項

１
住
所

２
氏
名

３
生
年
月
日

」

に
、

「電
話

番
号

」

を「運
転
経
歴
証
明
書
の
番
号

」

運
転
経
歴
情
報
記
録
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
運
転
経
歴
情
報
記
録

番
号

電
話

番
号

備
考

に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
同
注
⚑
と
し
、
同
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
「
変
更
の
内
容
」
欄
は
、
氏
名
の
変
更
に
あ
つ
て
は
、
ふ
り
が
な
も
記
入
す
る
こ
と
。

「

別
記
第
十
四
号
様
式
の
四
中

生
年
月
日

性
別

を
」

年
月

日
男
・
女

「

生
年

月
日

に
、

」

年
月

日

九
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「再
交
付
を
申
請

す
る
理
由

」

を「再
交
付
を
申
請

す
る
理
由

」

記
載
事
項
の
変

更
の
有
無

有
・

無

備
考

に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「安

全
運
転
管
理
者
等

指
定
自
動
車
教
習
所
職
員
講
習
申
出
書

」
を
「安

全
運
転
管
理
者
等
講
習

「安
全
運
転
管
理
者

申
出
書

」
に
、

副
安
全
運
転
管
理
者

を「
安
全
運
転
管
理
者

副
安
全
運
転
管
理
者
」

に
、
「第

23条
第
⚑

第
⚕

指
定
自
動
車
教
習
所
職
員

」

号号

」
を
「第

23条
第
⚑
号

」
に
、

「

事
業

所
所
在
地

指
定
自
動
車
教
習
所

名
称

」
を

「

(ふ
り
が
な
)

生
年
月
日

氏
名

年
月

日

事
業
所
所
在
地

（
電
話

局
番
）

名
称

」
に
、

「

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

」
を

「

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

※
通
知
番
号

」
に
、

「備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」
を

「注
１
「
（
ふ
り
が
な
）
氏
名
」
欄
は
、
受
講
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
※
印
欄
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
二
中

「氏
名

を
」

「（
ふ
り
が
な
）

氏
名

」
に
、

「電
話
番
号

を
」 一

〇
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「電
話
番
号

に
改
め
、
同
様
式
の

」

希
望
す
る
講
習

の
区
分

１
四
輪

２
二
輪

３
原
付

仮
免
許
証
の
有

無
有

・
無

仮
免
許
証
を
発

行
し
て
い
る
公

安
委
員
会
名

仮
免
許
証
の
番

号備
考

注
中
⚓
を
⚔
と
し
、
⚒
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
「
希
望
す
る
講
習
の
区
分
」
欄
は
、
該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
四
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
16号
様
式
の
⚕
（
第
23条
関
係
）

指
定
自
動
車
教
習
所
職
員
講
習
申
出
書

年
月

日

山
口
県
公
安
委
員
会
殿

申
出
者
氏

名

下
記
の
と
お
り
指
定
自
動
車
教
習
所
職
員
に
対
す
る
講
習
を
受
け
た
い
の
で
、
山
口
県
道
路

交
通
規
則
第
23条
第
⚕
号
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
ま
す
。

記

受
講
予
定
者
Ｉ
Ｄ

氏
名

生
年

月
日

年
月

日

住
所

都
道
府
県

市
区
町
村

建
物
名

備
考

山
口
県
収
入
証
紙
貼
付
け
欄

（
消
印
し
な
い
こ
と
。
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

一
〇
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
イ
の
技
能
検
定

に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
準
中
型
）
、

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
大
特
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
大
自
二
）
、
技

能
検
定
員
審
査
（
普
自
二
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
牽け

ん

引
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、

技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二
種
）
及
び
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
二
種
）

二

審
査
の
期
日
及
び
場
所

㈠

期
日

令
和
八
年
一
月
十
三
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
二
日
（
木
曜
日
）
ま
で
の
間
に
お

い
て
山
口
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
日

㈡

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

五

提
出
書
類

㈠

技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
（
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

㈡

次
に
掲
げ
る
審
査
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
面

⚑

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二
種
）
及
び
技
能
検
定
員
審

査
（
普
通
二
種
）

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

⚒

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二
種
）
及
び
技
能
検
定
員
審

査
（
普
通
二
種
）
以
外
の
審
査
の
種
類

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を

証
す
る
書
面

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
）

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
又
は
当
該

免
許
に
係
る
特
定
免
許
情
報
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

次
に
掲
げ
る
審
査
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入

証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

㈠

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
）
及
び
技
能
検
定
員
審
査
（
準
中

型
）

二
万
三
千
七
百
五
十
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審

査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
万
三
千
七
百
五
十
円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

審

査

細

目

減

ず

る

額

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

三
千
八
百
円

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

六
千
三
百
五
十
円

三

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

二
千
五
百
円

四

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

二
千
五
百
円

五

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

二
千
六
百
円

六

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

千
八
百
円

備

考大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き

は
更
に
二
千
九
百
五
十
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ

る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
五
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

㈡

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）

一
万
九
千
八
百
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
九
千
八
百
円
か
ら
同

一
二
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表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

審

査

細

目

減

ず

る

額

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

三
千
六
百
五
十
円

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

六
千
二
百
五
十
円

三

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

二
千
円

四

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

二
千
円

五

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

千
八
百
五
十
円

六

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

二
千
円

備

考普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九
百
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る
審
査

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
三
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と

す
る
。

㈢

技
能
検
定
員
審
査
（
大
特
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
大
自
二
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
自

二
）
及
び
技
能
検
定
員
審
査
（
牽け

ん

引
）

一
万
四
千
四
百
五
十
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
四
千
四

百
五
十
円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

審

査

細

目

減

ず

る

額

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

千
二
百
円

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

千
九
百
円

三

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

二
千
円

四

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

二
千
円

五

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

二
千
五
百
五
十
円

六

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

二
千
四
百
円

備

考特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
千
三
百
五
十
円
を
、
三
及
び
四
に

掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
三
百
五
十
円
を
減

ず
る
も
の
と
す
る
。

㈣

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型
二
種
）
及
び
技
能
検
定
員
審
査

（
普
通
二
種
）

二
万
二
千
二
百
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て

の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
万
二
千
二
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

審

査

細

目

減

ず

る

額

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

四
千
四
百
五
十
円

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

七
千
七
百
五
十
円

三

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

三
千
七
百
五
十
円

四

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に
つ
い

て
の
知
識

二
千
六
百
円

備

考大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
二
千
九
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

八

そ
の
他

㈠

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三－

九
七
三－

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
自
動
車
の

運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
を
次
の
と
お
り

一
二
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実
施
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
準
中
型
）
、

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
特
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
自
二
）
、
教

習
指
導
員
審
査
（
普
自
二
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
牽け

ん

引
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、

教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二
種
）
及
び
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
二
種
）

二

審
査
の
期
日
及
び
場
所

㈠

期
日

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
四
日
（
水
曜
日
）
ま
で
の
間
に

お
い
て
山
口
県
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
日

㈡

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

五

提
出
書
類

㈠

教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
（
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

㈡

次
に
掲
げ
る
審
査
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
面

⚑

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二
種
）
及
び
教
習
指
導
員
審

査
（
普
通
二
種
）

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

⚒

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二
種
）
及
び
教
習
指
導
員
審

査
（
普
通
二
種
）
以
外
の
審
査
の
種
類

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を

証
す
る
書
面

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
）

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
又
は
当
該

免
許
に
係
る
特
定
免
許
情
報
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

次
に
掲
げ
る
審
査
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入

証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

㈠

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
）
及
び
教
習
指
導
員
審
査
（
準
中

型
）

一
万
五
千
百
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免

除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
五
千
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ

た
額
）

審

査

細

目

減

ず

る

額

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

三
千
八
百
円

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

千
四
百
円

三

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

千
三
百
円

四

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

千
六
百
円

五

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

千
六
百
円

六

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に
つ
い
て
の
知
識

千
五
百
五
十
円

備

考大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き

は
更
に
三
千
円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ

る
と
き
は
更
に
二
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

㈡

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）

一
万
二
千
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目

に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
二
千
円
か
ら
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

審

査

細

目

減

ず

る

額

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

三
千
六
百
五
十
円

一
四
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二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

千
三
百
円

三

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

千
二
百
五
十
円

四

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

千
三
百
五
十
円

五

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

千
三
百
五
十
円

六

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に
つ
い
て
の
知
識

千
三
百
円

備

考普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九
百
五
十
円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の

と
す
る
。

㈢

教
習
指
導
員
審
査
（
大
特
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
自
二
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
自

二
）
及
び
教
習
指
導
員
審
査
（
牽け

ん

引
）

九
千
九
百
五
十
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
千
九
百
五
十
円

か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

審

査

細

目

減

ず

る

額

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

千
二
百
円

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

千
三
百
五
十
円

三

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

千
二
百
五
十
円

四

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

千
三
百
五
十
円

五

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

千
三
百
五
十
円

六

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に
つ
い
て
の
知
識

千
二
百
五
十
円

備

考特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
千
三
百
五
十
円
を
、
四
及
び
五
に

掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
五
十
円
を
減
ず
る

も
の
と
す
る
。

㈣

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型
二
種
）
及
び
教
習
指
導
員
審
査

（
普
通
二
種
）

一
万
二
千
八
百
五
十
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ

い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
万
二
千
八
百
五
十
円
か
ら
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

審

査

細

目

減

ず

る

額

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

四
千
四
百
五
十
円

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

二
千
百
円

三

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に
つ
い

て
の
知
識

二
千
六
百
円

備

考大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
教
習
指
導

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
二
千
九
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

八

そ
の
他

㈠

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三－

九
七
三－

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

一
四
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